
備 考投票場所

障がいの種別や程度によって異なります。
この制度を利用される場合は『郵便投票証
明書』が必要です。

郵送等に時間がかかる場合がありますので、
利用される場合は、選挙管理委員会事務局
へお早めにお問い合わせください。

自宅

他の市区町村や
指定病院など

厚岸町役場

対象者

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介
護保険被保険者証をお持ちの人

入院・出張・旅行・住所移転・その
他やむを得ない理由で投票所に行け
ない人

仕事や用事で投票日に投票所に行け
ない人

郵便投票

不在者投票

期日前投票

投票の種類

議会・選挙

ɹこんな投票もできます

ɹ選挙権
ɹ満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている人が投票できます。
●選挙権を持つ対象者
選挙人名簿には、次の要件を満たしている人が登録されます。
▷満18歳以上の日本国民
▷転入の届け出をした日から引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記載されていること
●登録時期
▷定時登録／毎年3・6・9・12月の各月の1日を基準日として、1日に登録します
▷選挙時登録／選挙の都度、基準日および登録日を定めて登録します
●選挙の管理執行・種類
▷国政選挙／衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙
▷地方選挙／道知事選挙、道議会議員選挙、町⾧選挙、町議会議員選挙

ɹ議会の傍聴
ɹ議会開会中は、誰でも議場（役場庁舎3階）の傍聴席
で議論を聴くこと（傍聴）ができます。
ɹ傍聴を希望する人は、入口にある名簿に住所・氏名
を記入し傍聴してください。
ɹ予約は必要ありませんが、席が限られていますので、
団体でお越しの際は事前にご連絡ください。
ɹなお、町民ホール（役場庁舎1階）のテレビで、議会
中継を見ることもできます。
●定例会／年4回（3月・6月・9月・12月）
●臨時会／必要に応じて

ɹ町議会
ɹ町議会は、行政に町民の皆さんの意志を反映させる
ための重要な機関です。
ɹ直接選挙によって選ばれた議員13人で構成され、条
例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、大きな工
事の請負契約の決議などを行います。
ɹまた、皆さんからの要望を請願や陳情という形式で
受け付けるほか、議会の活動の様子を議会だより（年
4回発行、町広報誌に折込配布）でお知らせしていま
す。
【声の議会だより→26㌻】

ぼうちょう

ちんじょうせいがん

46


